
○筑西市建設工事等に係る最低制限価格の設定に関する基準等を定める要綱

平成３０年６月２９日市告示第１１８号

改正

令和元年７月１７日告示第４５号

令和４年１２月２日市告示第２５５号

令和６年５月１５日市告示第１２９号

筑西市建設工事等に係る最低制限価格の設定に関する基準等を定める要綱

筑西市建設工事等に係る最低制限価格の設定に関する基準等を定める要綱（平成２９年

市告示第９８号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この要綱は、本市が競争入札により建設工事等の請負契約を締結しようとする場

合において、筑西市契約規則（平成１７年市規則第４２号）第９条第１項及び地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第２項の規定により最低制限価

格（以下「最低制限価格」という。）を設けることに関し必要な基準等を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 建設工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設

工事をいう。

(2) 建設コンサルタント業務 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第１９条第３号に規定する建設コンサルタントが行う業務であって

測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務、地

質調査業務及び補償関係コンサルタント業務に係るものをいう。

(3) 最低制限基本価格 最低制限価格の算出の基礎となる価格をいう。

(4) 無作為係数 くじ引きにより無作為に算出される０．９９５０から１．００４９

までの数値（小数点以下第４位まで算出）をいう。

（最低制限価格を設ける工事等）

第３条 この要綱により最低制限価格を設ける対象となる建設工事又は建設コンサルタン



ト業務（以下「建設工事等」という。）の請負契約は、次の各号のいずれかに該当する

建設工事等の請負契約とする。

(1) 競争入札による設計金額が１３０万円を超える建設工事

(2) 競争入札による設計金額が５０万円を超える建設コンサルタント業務

２ 前項の規定にかかわらず、市長が最低制限価格を設けることが適当でないと認める請

負契約については、最低制限価格を設けないことができる。

３ 市長は、第１項に規定する請負契約以外の請負契約について必要と認めるときは、最

低制限価格を設けることができる。

（建設工事における最低制限基本価格の設定）

第４条 建設工事における最低制限基本価格は、当該競争入札に係る予定価格（以下「予

定価格」という。）を算出する基礎となった次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各

号に定める割合を当該各号に掲げる額に乗じて得た額を合計した額とする。ただし、当

該最低制限基本価格の額が予定価格に１００分の９２を乗じて得た額を超える場合にあ

っては予定価格に１００分の８７から１００分の９２までの範囲内で市長が定める割合

を乗じて得た額とし、予定価格に１００分の７５を乗じて得た額に満たない場合にあっ

ては予定価格に１００分の７５から１００分の８０までの範囲内で市長が定める割合を

乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額 １００分の９７

(2) 共通仮設費の額 １００分の９０

(3) 現場管理費の額 １００分の９０

(4) 一般管理費の額 １００分の６８

２ 市長は、性質その他の事由により前項の規定により難いと認める対象工事については、

前項の規定にかかわらず、建設工事における最低制限基本価格を予定価格に１００分の

７５から１００分の９２までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とすることが

できる。

（建設コンサルタント業務における最低制限基本価格の設定）

第５条 建設コンサルタント業務における最低制限基本価格は、当該競争入札に係る予定

価格を算出する基礎となった次の各号に掲げる建設コンサルタント業務の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。

(1) 測量業務 次に掲げる額を合計した額



ア 直接測量費の額

イ 測量調査費の額

ウ ア及びイに掲げる経費以外の経費の額に１００分の４８を乗じて得た額

(2) 土木関係建設コンサルタント業務 次に掲げる額を合計した額

ア 直接人件費の額

イ 直接経費の額

ウ ア及びイに掲げる経費以外の経費（エに掲げるものを除く。）に係る原価の額に

１００分の９０を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に１００分の４８を乗じて得た額

(3) 建築関係建設コンサルタント業務 次に掲げる額を合計した額

ア 直接人件費の額

イ 特別経費の額

ウ 技術料等の経費に１００分の６０を乗じて得た額

エ アからウまでに掲げる経費以外の経費の額に１００分の６０を乗じて得た額

(4) 地質調査業務 次に掲げる額を合計した額

ア 直接調査費の額

イ 間接調査費の額に１００分の９０を乗じて得た額

ウ 解析等調査業務費に１００分の８０を乗じて得た額

エ アからウまでに掲げる経費以外の経費の額に１００分の４８を乗じて得た額

(5) 補償関係コンサルタント業務 次に掲げる額を合計した額

ア 直接人件費の額

イ 直接経費の額

ウ ア及びイに掲げる経費以外の経費（エに掲げるものを除く。）に係る原価の額に

１００分の９０を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に１００分の４５を乗じて得た額

２ 前項の場合において、市長は、同項各号（同項第１号及び第４号の場合を除く。）の

規定により算定した額が予定価格に１００分の８０を乗じて得た額を超える場合にあっ

ては当該予定価格に１００分の７５から１００分の８０までの範囲内で市長が定める割

合を乗じて得た額とし、予定価格に１００分の６０を乗じて得た額に満たない場合にあ

っては当該予定価格に１００分の６０から１００分の６５までの範囲内で市長が定める



割合を乗じて得た額を最低制限基本価格とするものとする。

３ 第１項第１号の場合において、市長は、同号の規定により算定した額が、予定価格に

１００分の８２を乗じて得た額を超える場合にあっては当該予定価格に１００分の７７

から１００分の８２までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とし、予定価格に

１００分の６０を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該予定価格に１００分の６

０から１００分の６５までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を最低制限基本

価格とするものとする。

４ 第１項第４号の場合において、市長は、同号の規定により算定した額が、予定価格に

１００分の８５を乗じて得た額を超える場合にあっては当該予定価格に１００分の８０

から１００分の８５までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とし、予定価格に

３分の２を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該予定価格に３分の２から１００

分の７２までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を最低制限基本価格とするも

のとする。

５ 前各項の規定にかかわらず、市長は、業務の性質その他の事由により前各項の規定に

より難いと認める建設コンサルタント業務に係る最低制限基本価格については、測量業

務及び地質調査業務以外の建設コンサルタント業務にあっては１００分の６０から１０

０分の８０までの範囲内で、測量業務にあっては１００分の６０から１００分の８２ま

での範囲内で、地質調査業務にあっては３分の２から１００分の８５までの範囲内で市

長が定める割合を予定価格に乗じて得た額とすることができる。

（最低制限価格書の取扱い）

第６条 市長は、第４条及び前条の規定に基づき決定した最低制限基本価格を筑西市契約

規則第９条第１項に規定する最低制限価格書に記載し、これを封入したうえ、開札を行

う場に備えなければならない。

（最低制限価格の設定）

第７条 最低制限価格は、最低制限基本価格に無作為係数を乗じて得た額とする。

（無作為係数等の決定等）

第８条 無作為係数は、筑西市建設工事等入札執行事務処理要領（平成１７年市告示第１

６号）第４条の規定による入札執行者が同要領第６条第１項の規定による入札立会人に

行わせるくじに応じ、別表に定める無作為係数表により決定する。

２ 前項の入札執行者は、前条及び前項の規定により決定した最低制限価格を第６条の最



低制限価格書に記載し、前項の入札立会人の確認と署名を受けるものとする。

（競争入札参加者に対する周知）

第９条 市長は、最低制限価格を設けて競争入札を行うときは、当該入札に係る公告等に

より、当該入札の参加者に対し、次に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 最低制限価格を設定すること。

(2) 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は、予定価格の額を超えない範囲

内で最低の価格をもって入札した者であっても落札者としないこと。

（競争入札の執行）

第１０条 市長は、最低制限価格を設けて競争入札を行った場合において、当該最低制限

価格を下回る価格による入札が行われたときは、当該最低制限価格を下回る価格をもっ

て入札した者を落札者とせず、予定価格の額を超えない範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者（以下この条において

「最低価格入札者」という。）を落札者とする。

２ 市長は、最低価格入札者が複数ある場合は、抽選により落札者の決定を行うものとす

る。

（最低制限価格及び無作為係数の公表）

第１１条 市長は、最低制限価格について、当該競争入札を執行した後に公表するものと

する。

２ 市長は、無作為係数について、当該競争入札を執行した後に任意の方法により公表す

ることができるものとする。

（補則）

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成３０年１０月１日（以下「施行の日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この告示は、施行の日以後に競争入札に係る公告をする建設工事等について適用し、

施行の日前に競争入札に係る公告をする建設工事等については、なお従前の例による。

附 則（令和元年市告示第４５号）

（施行期日）



１ この告示は、令和元年１０月１日（以下「施行の日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正後の筑西市建設工事等に係る最低制限価格の設定に関する基準等

を定める要綱の規定は、施行の日以後に競争入札に係る公告をする建設工事等について

適用し、施行の日前に競争入札に係る公告をする建設工事等については、なお従前の例

による。

附 則（令和４年１２月２日市告示第２５５号）

（施行期日）

１ この告示は、令和５年４月１日（以下「施行の日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正後の筑西市建設工事等に係る最低制限価格の設定に関する基準等

を定める要綱の規定は、施行の日以後に競争入札に係る公告をする建設工事等について

適用し、施行の日前に競争入札に係る公告をする建設工事等については、なお従前の例

による。

附 則（令和６年５月１５日市告示第１２９号）

この告示は、令和６年１０月１日から施行する。

別表（第８条関係）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ａ ０ ．

９ ９

５０

０ ．

９ ９

５１

０ ．

９ ９

５２

０ ．

９ ９

５３

０ ．

９ ９

５４

０ ．

９ ９

５５

０ ．

９ ９

５６

０ ．

９ ９

５７

０ ．

９ ９

５８

０ ．

９ ９

５９

Ｂ ０ ．

９ ９

６０

０ ．

９ ９

６１

０ ．

９ ９

６２

０ ．

９ ９

６３

０ ．

９ ９

６４

０ ．

９ ９

６５

０ ．

９ ９

６６

０ ．

９ ９

６７

０ ．

９ ９

６８

０ ．

９ ９

６９

Ｃ ０ ．

９ ９

０ ．

９ ９

０ ．

９ ９

０ ．

９ ９

０ ．

９ ９

０ ．

９ ９

０ ．

９ ９

０ ．

９ ９

０ ．

９ ９

０ ．

９ ９



（注） くじは、２回行うものとし、１回目のくじによりこの表の横の行の位置を定め、

２回目のくじによりこの表の縦の列の位置を定める。
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